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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
優
良
図
書
の
推
奨
（
三
七
三
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
の
指
定
（
三
七
四
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
１

◯
青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
（
三
七
五
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
三
七
六
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
三
七
七
・
河
川
砂
防
課
）
…
…
…
２

公
　
告

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（
競
技
式
典

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（
健
康
推
進

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
平
鹿
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
　
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書
を

優
良
な
図
書
及
び
映
画
と
し
て
推
奨
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

図
書

映
画

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
興
行

を
青
少
年
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

映
画

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

告
　
　
　
　
　
　
示

推
奨
番
号

十
五

推
　
奨
　
理
　
由

第
二
次
世
界
大
戦
の
最
も
過
酷
な

戦
況
の
中
で
、
家
族
や
部
下
へ
の
思

い
や
り
を
示
し
た
硫
黄
島
総
指
揮
官

の
人
格
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、
青
少
年

発
行
所

新
潮
社

図
書
名

散
る
ぞ
悲

し
き

推
奨
番
号

四

推
　
奨
　
理
　
由

二
〇
〇
六
年
ド
イ
ツ
で
の
知
的
障

害
者
の
国
際
サ
ッ
カ
ー
大
会
に
出
場

し
た
日
本
選
手
を
追
っ
た
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
で
、
代
表
選
手
の
夢

に
向
か
っ
て
努
力
す
る
姿
と
プ
ラ
イ

ド
は
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る

う
え
に
お
い
て
有
益
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。

制
作
者

バ
イ
オ
タ
イ

ド

映
画
名

プ
ラ
イ
ド

ｉ
ｎ
ブ
ル

ー

指
定
番
号

一
〇
四
六
四

一
〇
四
六
五

一
〇
四
六
六

一
〇
四
六
七

一
〇
四
六
八

一
〇
四
六
九

一
〇
四
七
〇

指
定
理
由

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を

阻
害
す
る
お

そ

れ

が

あ

る
。

発
　
行
　
所

大

都

社

笠

倉

出

版

社

宙

出

版

セ

ブ

ン

新

社

セ

ブ

ン

新

社

三
和
出
版
株
式
会

社サ

ン

出

版

図
　
　
書
　
　
名

裏
ナ
ビ
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
　
八
月
号

ヒ
ミ
ツ
の
恋
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ

ＬＹ
ｏ
ｕ
ｎ
ｇ
　
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｉ
ｃ
　
ａ
ｙ
ａ

レ
デ
ィ
ー
ス
・
コ
ミ
ッ
ク

「
微
熱
」

八
月
号

微
熱
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
デ
ラ
ッ
ク

ス
八
月
号

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ

ブ
ー
　
八
月
号

コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル
　
八
月

号

指
定
番
号

六
五
七
一

六
五
七
二

六
五
七
三

六
五
七
四

六
五
七
五

六
五
七
六

六
五
七
七

六
五
七
八

指
定
理
由

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を

阻
害
す
る
お

そ

れ

が

あ

る
。

配

給

元

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新

日

本

映

像

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新

東

宝

映

画

エ
ス
ピ
ー
オ
ー

題
　
　
　
　
名

銀
座
レ
デ
ィ
　
エ
ッ
チ
に
癒

し
て

キ
ャ
バ
ク
ラ
嬢
　
し
ぼ
り
出

す
指
先

お
葬
式
の
義
母
　
ト
イ
レ
で

情
事

不
倫
中
毒
　
官
能
の
ま
ど
ろ

み特
命
シ
ス
タ
ー
　
ね
っ
と
り

エ
ロ
仕
置
き

新
妻
の
寝
床
　
毎
晩
感
じ
ち

ゃ
う

ザ
・
ス
ワ
ッ
プ
　
新
妻
絶
淫

調
教

恋
愛
の
目
的

推
奨
番
号

十
五

推
　
奨
　
理
　
由

第
二
次
世
界
大
戦
の
最
も
過
酷
な

戦
況
の
中
で
、
家
族
や
部
下
へ
の
思

い
や
り
を
示
し
た
硫
黄
島
総
指
揮
官

の
人
格
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、
青
少
年

の
健
全
な
育
成
を
図
る
う
え
に
お
い

て
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

発
行
所

新
潮
社

図
書
名

散
る
ぞ
悲

し
き

一
〇
四
六
九

一
〇
四
七
〇

一
〇
四
七
一

一
〇
四
七
二

一
〇
四
七
三

三
和
出
版
株
式
会

社サ

ン

出

版

有
限
会
社
ア
ン
チ

メ
デ
ィ
ア

月
刊
ア
キ
タ
で
ナ

イ
ト
編
集
部

ナ
イ
タ
イ
出
版
株

式
会
社

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ

ブ
ー
　
八
月
号

コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル
　
八
月

号遊
名
人
　
七
月
号

Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
　
Ｄ
ｅ
　
Ｎ
ｉ

ｇ
ｈ
ｔ

月
刊
ナ
イ
タ
イ
マ
ガ
ジ
ン

八
月
号
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜

地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
建
設
交
通
部
河

川
砂
防
課
及
び
関
係
地
域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た

の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
わ
か
杉
国
体
競
技
記
録
処
理
業
務
委
託
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

秋
田
県
総
務
企
画
部
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
競
技
式
典
課

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
六
月
二
十
八
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

社
団
法
人
　
共
同
通
信
社
　
社
長
　
石
川
聰

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
七
番
一
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

四
千
九
百
六
万
四
千
四
百
円

六
　
随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る

政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

公
　
　
　
　
　
　
告

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

十
二
所
花
輪
大
湯
線

十
二
所
花
輪
大
湯
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
四
〇
〜
三
二
・
四
〇

一
〇
・
四
〇
〜
三
二
・
四
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
二
三

〇
・
二
二
三

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
尾
去
沢
字
新
山
一
七
番
八
地
先
か
ら
字
下
モ
平
二
八
番
五
四
ま
で

〃

地
　
　
　
　
　
　
番

六
四
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
六
五
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
六
六
番
、
六
七
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
六
八
番
一
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

六
九
番
、
七
〇
番
、
七
一
番
、
七

二
番
、
七
三
番
の
一
部
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
三

番
二
、
七
四
番
の
一
部
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
五

番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
水
路
敷
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
道
路

敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

区
域
名

神
沢
陣

場

郡
市

町
村

大
字

字

由
利
本
荘
市
神
沢
字

神
沢

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

る
。
）

二
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
三
番
一
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

三
番
二
、
三
番
三
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三

番
四
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
四
番
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

五
番
、
六
番
一
の
一
部
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
八
番

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
九
番
一
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

一
〇
番
、
一
一
番
一
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

二
〇
〇
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
〇
一
番

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
二
〇
二
番
、
二
〇
三

番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
二
〇
三
番
二
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
〇
四
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

二
〇
五
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
四
七
番

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
二
四
九
番
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

由
利
本
荘
市
神
沢
字

冷
水

水
路
敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
道
路
敷

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
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定
に
該
当
す
る
た
め
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た

の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
ニ
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
タ
ミ
フ
ル
　
四
十
八
万
カ
プ
セ
ル

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

秋
田
県
健
康
福
祉
部
健
康
推
進
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

中
外
製
薬
株
式
会
社
　
東
京
都
北
区
浮
間
五
丁
目
五
番
一
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

一
億
一
千
三
百
四
十
万
円

六
　
随
意
契
約
の
理
由

令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
南
旭
川
水
系
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役

員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
下
八
丁
字
中
村
八
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
耕
一
郎

仙
北
郡
美
郷
町
金
沢
西
根
字
南
千
間
谷
地
八
十
七
番
地
　
佐
藤
　
成
輝

横
手
市
赤
坂
字
後
野
六
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
山
　
得
則

〃
　
　
新
藤
柳
田
字
持
田
六
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
　
信
孝

〃
　
　
下
境
字
目
名
川
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
田
　
新
市

〃
　
　
清
水
町
新
田
字
皿
川
端
九
十
三
番
一
号
　
　
　
　
鈴
木
　
和
一

〃
　
　
赤
坂
字
赤
坂
四
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
井
　
弘
道

〃
　
　
大
水
戸
町
九
番
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
坂
　
久
逸

〃
　
　
三
本
柳
字
寺
田
五
十
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
部
　
準
一

〃
　
　
睦
成
字
久
保
ノ
目
百
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
谷
　
　
正

〃
　
　
赤
川
字
野
際
六
十
五
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
石
橋
　
一
則

〃
　
　
睦
成
字
三
原
九
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
山
栄
太
郎

〃
　
　
赤
川
字
樋
掛
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
野
　
文
男

横
手
市
大
水
戸
町
一
番
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
賀
谷
正
悦

〃
　
　
八
幡
字
石
町
百
三
十
五
番
八
号
　
　
　
　
　
　
　
村
上
　
義
昭

〃
　
　
外
目
字
前
村
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
賀
　
　
重

〃
　
　
大
屋
新
町
字
新
町
百
二
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
笹
山
　
義
夫

〃
　
　
清
水
町
新
田
字
宮
東
百
十
三
番
一
号
　
　
　
　
　
高
橋
　
　
登

〃
　
　
塚
堀
字
般
若
寺
八
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
忠
太
郎

〃
　
　
下
境
字
荒
田
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
　
智

〃
　
　
下
八
丁
字
中
村
六
十
七
番
二
号
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
昭
雄

〃
　
　
上
境
字
館
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
　
勝

〃
　
　
〃
　
　
南
大
倉
小
屋
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
照
井
　
重
己

〃
　
　
黒
川
字
上
和
野
百
十
一
番
四
号
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
竹
夫

〃
　
　
〃
　
　
寺
村
二
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
川
　
　
稔

〃
　
　
〃
　
　
一
本
木
四
十
八
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
昭
五

〃
　
　
〃
　
　
悪
戸
百
八
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
　
智
束

〃
　
　
杉
沢
字
中
島
百
八
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
村
田
　
忠
雄

〃
　
　
睦
成
字
吉
沢
上
台
百
二
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
龍
一

〃
　
　
杉
沢
字
上
台
七
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
田
嶋
傳
一

〃
　
　
安
本
字
尼
辺
八
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
井
　
晴
夫

〃
　
　
金
沢
中
野
字
蛭
沢
五
百
八
十
五
番
地
　
　
　
　
　
久
米
　
　
忍

〃
　
　
〃
　
　
　
　
下
矢
来
沢
二
百
五
十
一
番
地
　
　
　
本
間
　
　
恒

仙
北
郡
美
郷
町
金
沢
西
根
字
中
笹
巻
百
二
十
二
番
地
　
　
因
幡
　
文
夫

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
下
四
ツ
谷
百
二
十
三
番
地
　
深
沢
　
義
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
西
今
泉
九
十
七
番
地
　
　
　
泉
谷
理
毅
男

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
下
万
願
寺
百
九
十
番
地
　
　
小
野
寺
敬
介

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
赤
坂
字
赤
坂
四
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
井
　
弘
道

仙
北
郡
美
郷
町
金
沢
西
根
字
南
千
間
谷
地
八
十
七
番
地
　
佐
藤
　
成
輝

横
手
市
下
境
字
目
名
川
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
田
　
新
市

〃
　
　
新
藤
柳
田
字
持
田
六
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
　
信
孝

〃
　
　
金
沢
中
野
字
下
矢
来
沢
二
百
五
十
一
番
地
　
　
　
本
間
　
　
恒

〃
　
　
清
水
町
新
田
字
皿
川
端
九
十
三
番
一
号
　
　
　
　
鈴
木
　
和
一

〃
　
　
赤
川
字
野
際
六
十
五
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
石
橋
　
一
則

〃
　
　
三
本
柳
字
寺
田
五
十
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
部
　
準
一

〃
　
　
大
水
戸
町
九
番
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
坂
　
久
逸

〃
　
　
睦
成
字
三
原
九
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
山
栄
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
久
保
ノ
目
百
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
谷
　
　
正

〃
　
　
大
屋
新
町
字
新
町
百
二
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
笹
山
　
義
夫

〃
　
　
清
水
町
新
田
字
宮
東
百
十
三
番
一
号
　
　
　
　
　
高
橋
　
　
登

〃
　
　
上
境
字
南
大
倉
小
屋
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
照
井
　
重
己

〃
　
　
下
境
字
荒
田
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
　
智

〃
　
　
下
八
丁
字
中
村
六
十
七
番
二
号
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
昭
雄

横
手
市
黒
川
字
上
和
野
百
十
一
番
四
号
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
竹
夫

〃
　
　
百
万
刈
字
落
合
二
百
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
芳
明

〃
　
　
黒
川
字
南
谷
地
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
武
信

〃
　
　
杉
沢
字
上
台
七
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
田
嶋
傳
一

〃
　
　
〃
　
　
中
杉
沢
三
百
三
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
小
田
嶋
勝
郎

〃
　
　
安
本
字
尼
辺
八
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
井
　
晴
夫

仙
北
郡
美
郷
町
金
沢
西
根
字
下
万
願
寺
百
九
十
番
地
　
　
小
野
寺
敬
介

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
下
四
ツ
谷
百
二
十
三
番
地
　
深
沢
　
義
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
中
笹
巻
百
二
十
二
番
地
　
　
因
幡
　
文
夫

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
上
菻
沢
二
百
六
十
四
番
地
　
澁
谷
　
久
悦

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
下
八
丁
字
赤
平
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
澤
　
正
巳

〃
　
　
八
幡
字
石
町
百
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
勇
一

仙
北
郡
美
郷
町
金
沢
西
根
字
南
今
泉
十
番
地
　
　
　
　
　
加
賀
谷
　
勤

横
手
市
赤
坂
字
城
野
岡
百
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
俊
幸

〃
　
　
猪
岡
字
萱
原
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
井
　
長
助

〃
　
　
黒
川
字
寺
村
六
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
　
勇

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名
　

横
手
市
下
八
丁
字
赤
平
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
澤
　
正
巳

〃
　
　
猪
岡
字
萱
原
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
井
　
長
助

仙
北
郡
美
郷
町
金
沢
西
根
字
南
今
泉
十
番
地
　
　
　
　
　
加
賀
谷
　
勤

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部

事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及

び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
潟
上
市
本
庁
の
項
中
「
議
会
事
務
局
　
局
長
」
を
「
議
会
事
務

局
　
局
長
、
次
長
」
に
、
「
市

長

部

局
　
部
長
、
課
長
」
を
「
市

長

部
　

会
　
計

「
農
業
委
員

事
務
局
　
　

局
　
部
長
、
室
長
、
課
長
　
　
　
「
農
業
委
員
会
　
局
長
　
　
　
選
挙
管
理

課
　
会
計
管
理
者
、
課
長
」
に
、

事
務
局
　
　
　
　
　
」
を

員
会
事
務

人

事

委

員

会

規

則
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監
査
委
員

務
局
　
　
　

会
　
局
長

委
　
局
長

局
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
に
か
ほ
市
本
庁
の
項
中
「
収

入

役

室
　
室
長
」

事
　
局
長

」

を
「
会
　
計
　
課
　
会
計
管
理
者
、
課
長
」
に
改
め
、
同
表
仙
北
市
本
庁
の

項
中
「
会
　
計
　
課
　
課
長
」
を
「
会
　
計
　
課
　
会
計
管
理
者
、
課
長
」

に
改
め
、
同
表
三
種
町
本
庁
の
項
中
「
会
　
計
　
課
　
課
長
」
を
「
会
　
計

課
　
会
計
管
理
者
、
課
長
」
に
改
め
、
同
表
五
城
目
町
本
庁
の
項
中
「
町

長

部

局
　
課
長
」
を
「
町

長

部

局
　
課
長
、
主
席
課
長
補
佐
」
に
、「
副

収
入
役
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
表
羽
後
町
本
庁
の
項
中
「
会

計
　
課
　
課
長
」
を
「
会
　
計
　
課
　
会
計
管
理
者
、
課
長
」
に
改
め
、
同

「
事
務
長

表
大
潟
地
区
衛
生
処
理
組
合
の
項
中
「
事
務
長
」
を

会
計
管
理
者
」
に
改

め
、
同
表
能
代
山
本
広
域
市
町
村
圏
組
合
本
庁
の
項
中
「
局
長
、
課
長
」
を
　

「
局
長
、
課
長

会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
表
大
曲
仙
北
広
域
市
町
村
圏
組
合
本
庁
の

「
局
長
、
次
長

項
中
「
局
長
、
次
長
」
を

会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
表
大
仙
美
郷
介
護

「
事
　
務
　
局
　
局
長

福
祉
組
合
の
項
中
「
事
　
務
　
局
　
局
長
」
を

会
　
計
　
室
　
会
計
管
理

者
」
に
改
め
、
同
表
湖
東
地
区
行
政
一
部
事
務
組
合
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

別
表
第
一
の
備
考
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
日
（
第
千
八
百
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正
　
　
　
　

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu

b
arain

satsu
.co.jp


